
自
由
な
こ
と
を
周
囲
に
伝
え
、
手
助
け
を
受
け

や
す
く
す
る
た
め
の
災
害
時
援
助
用
バ
ン
ダ
ナ

を
3
月
3
日
㈪
か
ら
配
布
し
ま
す
。

　

バ
ン
ダ
ナ
は
、
縦
横
55
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

木
綿
素
材
で
す
。
ま
た
、
対
角
に
「
耳
が
き
こ

え
ま
せ
ん
」「
手
話
が
で
き
ま
す
」
と
表
示
さ

れ
て
い
る
た
め
、
災
害
時
に
周
囲
の
方
に
聴
覚

障
害
者
と
気
付
い
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▼
配
布
場
所　
福
祉
課
ま
た
は
行
田
市
社
会
福

祉
協
議
会

▼
対
象　
市
内
在
住
で
、
聴
覚
障
害
者
お
よ
び

耳
が
聞
こ
え
に
く
い
方
の
う
ち
希
望
者
ま
た

は
行
田
市
手
話
通
訳
登
録
者

▼
問
い
合
わ
せ　
同
課
障
害
福
祉
担
当
（
内
線

2
6
5
・
2
6
6
）【
F
A
X
】
5
5
4
―

6
7
0
1
ま
た
は
同
協
議
会
☎
5
5
7
―

5
4
0
0
【
F
A
X
】
5
5
7
―
5
4
1
1

　

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業

な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
免
除
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
4
月
か
ら
は
、
申
請
時

点
の
2
年
1
カ
月
前
の
月
分
ま
で
申
請
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法　
保
険
年
金
課
ま
た
は
熊
谷
年
金

事
務
所
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
必
要
な
添
付
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
申
請

先
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
「
行
田
歴
史
観
光
研
究
会
」（
新
井
俊
夫
会

長
）
は
、
行
田
市
民
大
学
の
第
1
期
生
で
、
在

学
中
か
ら
の
研
究
を
卒
業
後
も
継
続
し
て
い
る

グ
ル
ー
プ
で
す
。
こ
の
ほ
ど
、同
研
究
会
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
「
忍
城

史
跡
碑
め
ぐ
り
」
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
本
は
、
市
内
に
53
基
あ
る
「
行
田
史
跡

碑
」
の
う
ち
、
28
基
の
碑
を
観
光
客
目
線
で
歩

き
、
そ
の
碑
の
説
明

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど

を
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
巻
末
に

は
史
跡
碑
め
ぐ
り
の

お
勧
め
コ
ー
ス
な
ど

も
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
楽
し
み
な
が
ら

行
田
の
歴
史
に
触
れ

る
こ
と
の
で
き
る
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
こ
の
本
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ　
行
田
歴
史

観
光
研
究
会
会
長
新
井
☎
0
9
0
―
2
5
4

　

7
―
0
4
7
1

▼
日
時　
【
第
1
回
】
3
月
15
日
㈯
【
第
2
回
】

3
月
29
日
㈯
い
ず
れ
も
午
後
1
時
30
分
～
3

時

▼
場
所　
郷
土
博
物
館
会
議
室

▼
内
容　
最
新
の
発
掘
調
査
成
果
の
紹
介
、
そ

の
成
果
か
ら
考
え
る
行
田
の
古
代
史
に
つ
い

て
▼
講
師　
文
化
財
保
護
課
職
員

▼
定
員　
40
人

▼
受
講
料　
無
料

▼
そ
の
他　
入
場
自
由

▼
問
い
合
わ
せ　
同
課
文
化
財
保
護
担
当
☎

5
5
3
―
3
5
8
1

　

マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
や
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
、

土
木
・
建
築
・
設
備
の
請
負
工
事
で
、「
建
物
に

手
抜
き
や
不
具
合
（
欠
陥
）
が
あ
る
」「
契
約

し
た
は
ず
の
仕
様
と
異
な
る
」「
請
負
代
金
の

支
払
い
が
滞
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
悩
み
を
抱

え
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

埼
玉
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
で
は
、公
正
・

中
立
な
立
場
の
委
員
が
当
事
者
双
方
の
言
い
分

を
聴
き
、和
解
の
成
立
を
目
指
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
同
会
事
務
局
（
埼
玉
県
県
土

整
備
政
策
課
内
）
☎
0
4
8
―
8
3
0
―

5
2
6
2
（
月
～
金
曜
日
の
午
前
9
時
～
11

時
45
分
、
午
後
1
時
～
5
時
）

　

市
で
は
、
聴
覚
障
害
者
が
災
害
時
に
耳
が
不

野
外
焼
却
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

過
去
2
年
間
に
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
期

間
が
あ
る
方
へ
　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請
が
で
き
る
対
象
期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
す

建
設
工
事
請
負
契
約
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を

建
設
工
事
紛
争
審
査
会
が
お
手
伝
い
し
ま
す

観
光
客
目
線
で
行
田
の
歴
史
を
紹
介

「
忍
城
史
跡
碑
め
ぐ
り
」が
完
成
し
ま
し
た

古
代
史
連
続
講
座

い
に
し
え
の
行
田
を
探
る

～
発
掘
調
査
で
わ
か
っ
た
行
田
の
歴
史
～

聴
覚
障
害
者
災
害
時
援
助
用

バ
ン
ダ
ナ
を
無
料
配
布
し
ま
す

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

2
年
1
カ
月
前
の
月
分
ま
で
免
除
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ
る
と

万
一
の
際
に
障
害
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
期
間
に
対
応
す
る
前
年
所
得
に

基
づ
き
審
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
免
除
が
承
認

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　
同
課
国
民
年
金
担
当
（
内
線

2
7
0
）

　
「
ご
み
を
燃
や
し
て
い
て
臭
い
」「
洗
濯
物
に

臭
い
が
付
い
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
、
野
外
焼
却

に
関
す
る
苦
情
が
市
役
所
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

野
外
焼
却
は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
一
部
の
例
外
を
除
い

て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
火
災
発
生
の
恐
れ
や

有
害
物
質
の
発
生
の
原
因
と
な
り
ま
す
の
で
、

家
庭
ご
み
は
分
別
し
て
市
の
収
集
に
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
環
境
課
環
境
政
策
担
当
☎

5
5
6
―
9
5
3
0
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　都市計画法第34条第11号区域とは、市街化調整区域の中でも、誰でも住宅などを建築することができる区域
です。市では、区域を平成15年に指定、平成18年に追加指定し、これに基づき運用を行ってきましたが、旧南
河原村との合併や、各地域を取り巻く環境の変化に対応するため、一部の地区で見直しを行います。
　「持田・前谷地区」および「荒木地区」については、それぞれ区域の一部を新たに追加します。「南河原地区」につ
いては、合併前に指定された区域での取り扱いが旧行田市域と異なることから、一部条件を付加し、取り扱い
を統一します。また、現在は都市計画道路予定地の一部に本区域の指定がされていますが、道路の施工時に支
障が生じる可能性があることから、都市計画道路の予定地は本区域から除外します。
　これらの変更を、土地所有者をはじめとした市民の皆さんに広くお知らせするため、以下のとおり説明会を
開催します。各回とも参加は自由です。土地を所有していない方や地区外にお住まいの方でも参加できます。
　なお、今回の変更は市街化区域と市街化調整区域の区分(いわゆる線引き)を変更するものではありません。
▶説明会日時・場所・地区など

▶そ の 他 お持ちの土地が今回変更する区域に該当するか、あらかじめ確認したい方は、市ホームページを
ご覧になるか都市計画課まで問い合わせください。

▶問い合わせ 同課計画担当☎550―1550

日時・場所 地区名 地区詳細
3月12日㈬午後7時・

持田公民館 持田・前谷地区 大字持田の一部(西中学校・壮幸会行田総合病院周辺)
大字前谷の一部(市水道庁舎・ものつくり大学周辺)

3月18日㈫午後7時・
荒木公民館 荒木地区 大字荒木の一部(武州荒木駅・荒木小学校周辺)

3月19日㈬午後7時・
南河原公民館 南河原地区 大字南河原、犬塚、中江袋、馬見塚の各一部

(市街化区域を除く)
3月25日㈫午後7時・

中央公民館第1学習室(「みらい」内) 全地区(全ての変更内容について説明します）

　 4月6日㈰は、第30回行田市鉄剣マラソン大会が開催されるため、市内循環バス「観光拠点循環コース」の
第1便から第3便および「東循環コース」の第1便から第4便を運休します。
　また、「南大通り線コース」は停留所の一部が休止となる他、交通規制により運行の遅延が予想されますの
で、ご理解ご協力をお願いします。

▶問い合わせ　地域づくり支援課くらし安心担当（内線252）

●運休となるコース
【観光拠点循環コース】出発場所：JR行田駅
便名 出発時刻

第1便 午前 7 時50分
第2便 午前 9 時  5分
第3便 午前10時40分

【東循環コース】出発場所：行田市バスターミナル
便名 出発時刻

第1便 午前 7 時
第2便 午前 8 時15分
第3便 午前 9 時55分
第4便 午前11時10分

●停留所が休止となるコース

※下り（工業団地行き）は全便通常運行
となります。

【南大通り線コース】出発場所：工業団地

便名 休止
停留所 時刻

上り
（JR行田駅行き） 警察署前 午前 9 時36分

鉄剣マラソン大会開催に伴い市内循環バスを一部運休します

都市計画法第34条第11号区域(市街化調整区域で住宅などの
建築が可能となる区域)の見直しに関する説明会を開催します

　

市
で
は
、
資
源
の
有
効
利
用
と
ご
み
の
減
量
化
を
図
る

た
め
、
不
用
品
登
録
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制

度
は
紹
介
制
で
、
紹
介
後
は
個
人
間
の
や
り
取
り
と
な
り

ま
す
。
登
録
品
は
無
料
で
登
録
期
間
は
3
カ
月
で
す
。

　

な
お
、
円
滑
な
仲
介
事
務
を
進
め
る
た
め
、
不
用
品
登

録
の
際
に
写
真
の
提
供
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
写
真
を

提
供
し
て
い
た
だ
け
る
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
環
境
課
環
境
業
務
担
当
☎
5
5
6
―

9
5
3
0
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
5
5
3
―
0
7
9
2

不
用
品
情
報

ゆずってください

さしあげます

▷学習机（椅子付き）　▷電気グリル　▷こたつ天板（２枚）　
▷アウトドアテーブル　▷座椅子　▷冷気扇　▷電話台　▷エ
レクトーン　▷乗馬運動器具　▷ＶＨＳビデオデッキ　▷自動
車タイヤ（13インチ・14インチ）　▷3wayスピーカー　▷サラ
ウンドスピーカー

▷ベビーベッド　▷チャイルドシート　▷電動ポータブルミ
シン　▷除湿機　▷トランペット　▷キャビネット（鍵付き）
▷大人用自転車　▷大人用自転車（折り畳み式）　▷ソファ
ベッド　▷電動彫刻機　▷洗濯機　▷大人用自転車（自転車
用チャイルドシート付き）　▷ちゃぶ台　▷小型冷蔵庫　▷空
気清浄機　▷マッサージチェア　▷リクライニングチェア
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